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東京都では、福祉・保健・医療に関わる 

様々なキャンペーン等を実施しています  
 

（都民の理解と支援を育むために） 

○ 都は、福祉・保健・医療に関わる諸課題について、都民の幅広い理解と支援を得

るため、様々なキャンペーン等を定め、又は参加するなど、積極的な普及啓発に努

めています。以下では主な取組を紹介します。 

期間等 キャンペーン等の内容 

３月 

自殺防止対策強化月間（９月にも実施） 
＊９月には「自殺防止！東京キャンペーン」講演会等を実施 

女性の健康週間（3/1～3/8） 
＊女性の健康づくりを支援するため、がんの検診受診促進キャンペーンを実施  

５月 
民生委員・児童委員の日 活動強化週間（5/12～18） 
＊民生委員・児童委員の活動を周知するため、パレード等を実施 

６月 

ＨＩＶ検査・相談月間 
＊HIV／エイズの理解を深め、早期発見の重要性を訴える啓発活動を実施 

蚊の発生防止強化月間 
＊地域での蚊の発生抑制対策の重要性について啓発活動を実施 

６・２６国際麻薬乱用撲滅デー（６/2７） 
＊「ダメ。ゼッタイ。」普及運動として、街頭キャンペーンを実施 

７月 
夏の献血キャンペーン「愛の血液助け合い運動」 
＊献血運動の一層の推進を図るため、重点的なＰＲを展開 

９月 

老人週間（9/15～21） 
＊長寿をお祝いする等の趣旨で、各種施設の無料公開・割引等を実施 

動物愛護週間（9/20～26） 
＊命ある動物の愛護と適正な飼養の推進のため、フェスティバルを開催 

10 月 

乳がん月間 
＊「ピンクリボン in 東京」開催。都庁舎をピンク色にライトアップ 

臓器移植普及推進月間・骨髄バンク推進月間 
＊臓器移植普及啓発のための街頭キャンペーン等を実施 

里親月間（10～11月） 
＊養子縁組を目的としない養育家庭（ほっとファミリー）の普及 

11 月 

児童虐待防止推進月間 
＊児童虐待防止普及啓発のためのキャンペーンを実施 

世界糖尿病デー（11/14） 
＊予防や早期発見・早期治療の重要性を講演会、映像等でアピール 

エイズ予防月間 （11/16～12/15） 
＊世界エイズデー（12月 1 日）を中心に予防啓発キャンペーンを実施 

12 月 障害者週間（12/3～9） 
＊「ふれあいフェスティバル」や都提供テレビ番組等を実施 
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（様々なシンボルマーク等） 

○ シンボルマークには、都が定めたもの、国や法令等に基づくもののほか、関係団

体が独自に提唱しているものもあります。ここでは、そのうちの代表的なものを紹

介します。 

 
 

 

□認証保育所適合証 

0 歳児保育や 13 時間以上の開所を義務づけるなど、独自の基準に

より東京都が認証する保育施設を示すマークです。 

 

 

■マタニティマーク 

妊産婦が身につけ周囲が配慮を示しやすくするとともに、交通機関

等が掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するものです。 

 

 

□赤ちゃん・ふらっとマーク 

乳幼児を持つ親が安心して外出を楽しめるよう、公共施設やデパー

ト内などに授乳やおむつ替え等のスペースがあることを示す東京都の

マークです。 

 

□ほっとファミリー 

養子縁組を目的とせず、親と一緒に暮らすことのできない子供を養

育する養育家庭の愛称「ほっとファミリー」を表す東京都のマークで

す。 

 

□東京都福祉のまちづくり整備基準適合証 

東京都福祉のまちづくり条例の整備基準に適合する建築物・公共交

通施設等には、請求に基づき、この適合証を交付しています。 

 

 

□福祉サービス第三者評価受審済ステッカー 

専門的知識をもつ中立的な評価機関による福祉サービスの内容等の

評価を受けた事業所に、評価を受けた目印となるステッカーを配布し

ています。 

 

□食品衛生自主管理認証制度の認証マーク 

食品製造業者及び飲食業者等の自主的な衛生管理を促進する東京都

独自の認証を取得した施設を示すためのマークです。 

 

 

■標準営業約款制度（S マーク） 

消費者が生活衛生関係営業（理容業、美容業、クリーニング業等）

を安全に安心して利用するための目印です。 

 Safety（安全）、Sanitation（清潔）、Standard（安心） 

 

■身体障害者標識（身体障害者マーク） 

肢体不自由者であることを理由に運転免許に条件を付された方が車

に表示するマークです。 
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■聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク） 

政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に運転免許に条件を

付された方が車に表示するマークです。 

 

 

■ほじょ犬マーク 

身体障害者補助犬法で定められた補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）

を受け入れる店の入口などに貼るマークです。 

 

 

○障害者のための国際シンボルマーク 

障害のある方が利用しやすい建築物や公共輸送機関であることを示

す世界共通のマークです（国際リハビリテーション協会が 1969年に

採択）。 

 

○盲人のための国際シンボルマーク 

世界盲人連合で 1984年に制定された世界共通のマークで、視覚障

害者の安全やバリアフリーに考慮された建物・設備・機器等につけら

れています。 

 

○耳マーク 

聴覚に障害があることを示し、コミュニケーション方法に配慮を求

める場合などに使用されるマークです。 

 

 

○オストメイトマーク 

オストメイト（人工肛門・人工膀胱を造設した方）対応のトイレ等

の設備があることを示す場合などに使用されています。 

 

 

○ハート・プラスマーク 

心臓疾患などの内部障害・内臓疾患は外見からは分かりにくいため、

そのような方の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるためのマー

クです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注】□：都が定めたもの  ■：国や法令等によるもの  ○：関係団体等によるもの 

◆ 臓器提供意思表示カード 

  臓器提供に関して、最期を迎えるときに自

分の意思が生かされるよう、あらかじめ明確

な意思表示をしておくためのカードです。 

＊ 意思表示の方法には、他にインターネッ

トでの意思登録、被保険者証や運転免許証

の意思表示欄への記入などがあります。 

＊ カード単体での配布は行っておらず、

リーフレットとセットになっています。保

健所や区市町村、運転免許試験場、スー

パー、コンビニエンスストア等に置いてあ

ります。 
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◆ ヘルプカード 
 

障害者が、緊急時や平時に、周囲に理

解を求めるための手段として、緊急連絡

先や必要な支援内容を記載した「ヘルプ

カード」を所持し、都内で統一的に活用

できるよう、標準様式を策定しました。

また、作成ポイントや支援者に必要な配

慮をまとめた区市町村向けガイドライン

を作成しました。 

 各区市町村において、標準様式による

「ヘルプカード」の作成が進み、障害者

が都内で広く活用できるよう、普及促進

を図っていきます。 
 
 

 

◆ ヘルプマーク 
 

義足や人工関節を使用している方、内

部障害や難病の方、又は、妊娠初期の方

など、援助や配慮を必要としていること

が外見からは分からない方がいます。 

 そうした方々が、周囲の方に配慮を必

要としていることを知らせることで、援

助が得やすくなるよう、「ヘルプマーク」

を作成しました。 

 障害者等で利用を希望する方に、都営

地下鉄の駅等でヘルプマークを配布する

とともに、全ての都営交通の優先席にス

テッカーを標示しています。 

 
 

 

（表面：上部は都内統一デザイン） 

（裏面：参考様式①） 

（裏面：参考様式②） 

耳が不自由です。        

（指差して使います。） 

□筆談で話してください。 

□手話通訳者を探しています。 

□何が起こっているのか紙に書いて教えて

ください。 

□電話してください。 

 警察 消防車 救急車 タクシー 

□分かるように合図してください。 

  

 

（ステッカー） 

下記に連絡してください。 

私の名前 

（ア）連絡先の電話 

連絡先名(会社・機関等の場合) 

呼んでほしい人の名前 

 

（イ）連絡先の電話 

連絡先名(会社・機関等の場合) 

呼んでほしい人の名前 
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◆ フクシロウ 

 

福祉の仕事や資格に関する相談を行うとともに、

都内の福祉施設や介護事業所等の求人の紹介や情

報提供を行っている「東京都福祉人材センター」の

キャラクターです。 

同センターでは、求職者、従事者向けのイベント

や各種相談支援のほか、中高生や一般の方向けにも

様々な取組を行っています。 

求人・求職者や福祉の仕事に関心のある方をはじ

め、どなたでもお気軽にお立ち寄りください。 

 

◆ ミンジー 

 

東京都民生委員・児童委員のキャラクターです。 

みんなが協力して子育てをするペンギンの姿を

通して、「地域における支え合いを目指す」「社会全

体で子育てを応援する」活動に取り組む姿を表して

います。 

民生委員・児童委員の活動を広く都民の皆様に

知っていただけるようミンジーと共に、活動紹介を

進めていきます。 

（キャンペーンキャラクター） 

○ 都には、各種取組を推進するためのキャラクターがいます。ここでは、そのうち

の代表的なものを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ ＯＳＥＫＫＡＩくん 
 

児童虐待防止に関心を持ち、地域で OSEKKAI

していただくことを目指して作成した児童虐待防

止に係る普及啓発のキャラクターです。 

都民一人ひとりの OSEKKAI により、児童虐待

の未然防止や、早期対応に繋がることとなります。

皆様に、「OSEKKAI」の理解と協力をしていただ

けるよう、「OSEKKAI くん」と一緒に広報してい

きます。 
＊OSEKKAI…従来の余計なお世話という意味でのお

節介ではなく、子育てしている親と子供を優しく温かく

見守る行動のこと 
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◆ PostPet「モモ」 

 

乳がんの早期発見・早期治療による死亡率の減少

を目指し、検診受診の大切さを呼びかける東京都乳

がん検診普及啓発事業公式キャラクターです。 

皆様に、乳がん及び乳がん検診に関する正しい知

識を知っていただき「４０歳になったら2年に1回」

の検診を受診していただけるよう、PostPet「モモ」

と一緒に広報していきます。 

 

◆ ケンコウデスカマン 

 

「ちょっと実行、ずっと健康。」をキャッチフレー

ズに、健康づくりに向けたちょっとした行動を呼び

かける東京都健康づくり推進キャラクターです。 

生活習慣病の予防や生活習慣の改善について､都

民一人ひとりが負担感なく実践できるよう、「ケンコ

ウデスカマン」と一緒に広報していきます。 

あああ 
◆ かんぞうくん 

 

肝炎ウイルス検査に関心を持っていただき、検査

を受けていただくことを目指して作成した、東京都

肝炎ウイルス検診事業キャラクターです。 

検査を受けたことがない皆様に「一日」でも早く

受けていただけるよう、そして、検査結果に応じて

専門医を受診していただけるよう、「かんぞうくん」

と一緒に広報していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ ホイクマ ＆ ホイクマン 
 

保育人材の確保・定着を目的に設置した「東京都

保育人材・保育所支援センター」のキャラクターで

す。 

同センターでは、保育人材コーディネーターによ

る各種相談支援や都内保育所への就職斡旋、就職支

援研修・相談会、就職支援セミナーなど、様々な取

組を実施しています。 

東京都では、「ホイクマ」「ホイクマン」と共に、

保育の仕事に興味・関心のある皆さんや保育所を応

援していきます。 

— 150 —



 

（各種のリボン運動などへの参加） 

○ 都は、福祉・保健・医療に関わる各種のリボン運動などに参加し、都庁舎のライ

トアップ等を行っています。以下の４色のリボン・サークルには、それぞれの願い

が込められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

        

                         

 
 

 

■ ピンクリボン 
 乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の重要性

を伝えるシンボルマークです。 

（乳がん月間） 10 月１日～31日 
  ＊ 1980 年代に、アメリカで、乳がんで娘を亡くした

女性が「同じ悲しみを繰り返さないように」との願い

を込めて、孫にピンク色のリボンを手渡したのが、運

動のきっかけになったとされています。 

 

 

■ オレンジリボン 
 児童虐待防止を目指すシンボルマークです。 

（児童虐待防止推進月間）11 月１日～30日 
  ＊ 2004 年９月に、栃木県小山市で幼い兄弟が虐待の

末に亡くなった事件を契機として、児童虐待防止を目指

す運動が始まりました。里親の元で暮らす子供たちが、

明るい未来を願って選んだ色です。 

 

 

  

                             

 

 

 

 

■ レッドリボン 
 ＨＩＶ／エイズに対する理解と支援の象徴です。 

（エイズ予防月間）11 月 16 日～12月 15日 

 12 月１日の世界エイズデーを中心とする１か月間 
  ＊ アメリカでエイズが社会問題化した 1980 年代の終

わり頃から、エイズに倒れた仲間への追悼の気持ちと、

エイズに対する理解と支援の意思を示すため、赤いリ

ボンをシンボルとした運動が始まりました。 

 

  

 

                         

 

 

 

 

■ ブルーサークル 
 糖尿病の予防・治療・療養を喚起する運動のシン

ボルマークです。 

（世界糖尿病デー） 11 月 14 日 
＊ 世界糖尿病デーは、2006 年 12 月 20 日の国連総

会において指定されました。国連や空を表す青（ブルー）

と団結を表す輪（サークル）を表現し、「糖尿病に対し

て団結しよう」という願いが込められています。 
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